
修繕積立金の積立て区分、費用負担及び支出等に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、つつじ野団地管理規約（以下「規約」という。）第２６条第３項

の規定により、修繕積立金の積立て区分、費用負担割合及び支出等に関し、規約第７

４条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。 

（積立て区分） 

第２条 修繕積立金の積立て区分（以下「区分」という。）は次表に掲げるとおりとし、

理事長は組合員が納付する修繕積立金を区分毎に積立てるものとする。 

 

（イ） ３階建 １街区２、６、７、１４号棟

（メゾネット）

（ロ） ５階建 １街区１７、２４、２５号棟

（３LDK） ２街区１４～１６号棟

３街区１３号棟

（ハ） ５階建 １街区２２、２３号棟

（４LDK） ３街区１４、１５号棟

４街区１８、３４号棟

（ニ） ８階建 ４街区１６、１７号棟

（ホ） ２階建 １街区１、３～５、８～１０、１３、

（テラス） 　　　　１８～２１、２６～４０号棟

２街区１、２、４、５、７～１３号棟

３街区１～１２号棟

４街区１、２、４～７、９～１５、

　　　　２０～２７、２９～３３号棟

（ヘ） ３階建 １街区１１、１２、１５、１６、４１号棟

（テラス） ２街区３、６号棟

４街区３、８、１９、２８号棟

区　　分 区分に属する住棟番号

 

 

（費用負担） 

第３条 各組合員の修繕費の負担方法は、次の各号に掲げるところによる。 

一 規約第２９条第２項に掲げる土地、附属施設及び団地共用部分について修繕費を

支出するときは、全組合員がその所有する住宅の戸数により按分して負担する。 

二 規約２９条第３項に掲げるそれぞれの棟の共用部分について修繕費を支出する

ときは、当該修繕を要したそれぞれの棟の共用部分が属する各区分の組合員がその

所有する住宅の戸数により按分して負担する。 

（支出） 

第４条 理事長は、規約第２９条第２項及び第３項に規定する修繕を行ったときは、前

条の負担割合に基づき、各区分毎に積立てた修繕積立金の中から各区分ごとに区分し

て支出するものとする。 

（細則外事項） 



第５条 この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議で定められたとこ

ろによる。 

（細則の改廃） 

第６条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この

細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、

することができない。 

（細則原本） 

第７条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する２名の組合員が記名押印

した細則を１通作成し、これを細則原本とする。 

２ 細則原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求が

あったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。 

３ 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 

 

附則 

 この細則は、昭和５６年３月２６日から効力を発する。 

附則 

 この変更細則は、平成６年５月２９日から効力を発する。 

附則 

 この変更細則は、平成１８年５月２１日から効力を発する。 

 

 

この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する２名の組合員が記名押印した細 

則を１通作成し、これを細則原本とする。 

平成１８年５月２１日 

理事長 １街区３５号棟１０１号室 柴田  明  

組合員 ２街区１５号棟２０７号室 諸井 正純 

組合員 ４街区１８号棟２０３号室 中川 博之 

 


